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在
宅
医
療
や
臨
時
施
設
の

診
療
報
酬
上
の
対
応
決
定

中
医
協
で
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
議
論

中
央
社
会
保
険
医
療
協
議
会（
会

長
＝
小
塩
隆
士
氏
）は
４
月
24
日
午

前
、
オ
ン
ラ
イ
ン
形
式
で
総
会
を
開

い
た
。

≪
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
へ
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の
対
応
≫

厚
生
労
働
省
事
務
局
が
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
対
す
る
こ
れ

ま
で
の
診
療
報
酬
上
の
臨
時
的
な
取

扱
い
を
整
理
し
て
報
告
し
た
。ま
た
、

在
宅
医
療
へ
の
対
応
、
歯
科
診
療
へ

の
対
応
、
臨
時
の
医
療
施
設
へ
の
対

応
を
決
め
た
。
厚
労
省
は
同
日
付
の

事
務
連
絡
で
、
そ
れ
ら
の
内
容
を
周

知
し
た
。

○
こ
れ
ま
で
の
主
な
対
応

重
症
の
感
染
症
患
者
へ
の
対
応
と

し
て
、
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
等

の
点
数
を
倍
増
す
る
と
と
も
に
、
算

定
日
数
の
上
限
を
延
長
し
て
い
る
。

ま
た
、
感
染
リ
ス
ク
を
伴
う
診
療
へ

の
評
価
と
し
て
、
看
護
配
置
に
応
じ

て
二
類
感
染
症
患
者
入
院
診
療
加
算

の
２
倍（
５
０
０
点
）、
４
倍（
１
０

０
０
点
）の
点
数
の
算
定
を
認
め
て

い
る
。

事
務
連
絡
で
は
、
①
脳
卒
中
ケ
ア

ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
、
小
児

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
、
新
生
児

特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
、
総
合
周

産
期
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
、
新

生
児
治
療
回
復
室
入
院
医
療
管
理
料

が
点
数
倍
増
と
算
定
日
数
上
限
延
長

の
対
象
と
な
る
こ
と
、
②
二
類
感
染

症
患
者
入
院
診
療
加
算
は
、
脳
卒
中

ケ
ア
ユ
ニ
ッ
ト
入
院
医
療
管
理
料
、

新
生
児
特
定
集
中
治
療
室
管
理
料
、

総
合
周
産
期
特
定
集
中
治
療
室
管
理

料
の
算
定
病
棟
の
感
染
患
者
に
は
３

倍（
７
５
０
点
）、
小
児
特
定
集
中
治

療
室
管
理
料
の
算
定
病
棟
の
感
染
患

者
に
は
４
倍（
１
０
０
０
点
）を
算
定

で
き
る
こ
と
等
を
示
し
て
い
る
。

○
在
宅
医
療
へ
の
対
応

患
者
等
が
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

へ
の
感
染
を
懸
念
し
、
訪
問
診
療
を

拒
否
す
る
事
例
が
報
告
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
医
療

上
の
必
要
性
等
を
説
明
し
、
患
者
等

の
理
解
を
得
て
、
訪
問
診
療
の
継
続

に
努
め
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
が
、

そ
れ
で
も
患
者
等
か
ら
訪
問
を
控
え

る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
場
合
の
診
療

報
酬
上
の
臨
時
的
対
応
を
決
め
た
。

在
宅
時
医
学
総
合
管
理
料（
在
医

総
管
）と
施
設
入
居
時
等
医
学
総
合

管
理
料（
施
設
総
管
）は
、
月
１
回
訪

問
診
療
を
し
た
場
合
と
、
月
２
回
以

上
訪
問
診
療
を
し
た
場
合
で
点
数
が

異
な
っ
て
い
る（
月
２
回
訪
問
の
ほ

う
が
点
数
が
高
い
）。

３
月
に
月
２
回
訪
問
の
在
医
総
管

等
を
算
定
し
て
い
た
患
者
に
対
し
て

は
、
４
月
に
限
っ
て
、
月
１
回
の
訪

問
診
療
と
電
話
等
診
療
、
月
２
回
の

電
話
等
診
療
で
あ
っ
て
も
月
２
回
訪

問
の
在
医
総
管
の
算
定
を
認
め
る
。

５
月
以
降
は
、
月
１
回
の
訪
問
診
療

と
電
話
等
診
療
で
あ
っ
て
も
そ
の
月

に
限
っ
て
月
２
回
訪
問
の
在
医
総
管

等
の
算
定
を
認
め
る
。
翌
月
以
降
は

診
療
計
画
を
変
更
し
、
月
１
回
訪
問

の
在
医
総
管
等
を
算
定
す
る
。

３
月
に
月
１
回
訪
問
の
在
医
総
管

等
を
算
定
し
て
い
た
患
者
に
対
し
て

は
、
４
月
に
限
っ
て
、
月
１
回
の
電

話
等
診
療
で
あ
っ
て
も
月
１
回
訪
問

の
在
医
総
管
等
の
算
定
を
認
め
る
。

５
月
以
降
は
通
常
ど
お
り
、
電
話
等

診
療
の
み
で
は
在
医
総
管
等
の
算
定

を
認
め
な
い
。

ま
た
、
感
染
患
者（
感
染
が
疑
わ

れ
る
患
者
も
含
む
）に
対
し
て
、
必

要
な
感
染
予
防
策
を
講
じ
た
う
え

で
、
往
診
等
を
行
っ
た
場
合
に
は
、

院
内
ト
リ
ア
ー
ジ
実
施
料（
３
０
０

点
）の
算
定
を
認
め
る
。

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施

す
る
訪
問
看
護
に
つ
い
て
は
、
月
に

１
回
訪
問
看
護
を
行
っ
た
う
え
で
、

電
話
等
に
よ
り
病
状
確
認
や
療
養
指

導
を
行
っ
た
場
合
に
訪
問
看
護
管
理

療
養
費
等
の
算
定
を
認
め
る
。
感
染

患
者
等
に
対
し
て
必
要
な
感
染
予
防

策
を
講
じ
た
う
え
で
、
訪
問
看
護
を

行
っ
た
場
合
に
は
、
特
別
管
理
加
算

（
月
２
５
０
０
円
）の
算
定
を
認
め

る
。訪

問
薬
剤
管
理
指
導
に
つ
い
て

は
、
前
月
か
同
月
に
在
宅
患
者
訪
問

薬
剤
管
理
指
導
料
を
算
定
し
て
い
た

患
者
に
対
し
て
、
電
話
等
に
よ
り
、

薬
歴
管
理
、
服
薬
指
導
、
服
薬
支
援
、

薬
剤
服
用
状
況
、
薬
剤
保
管
状
況
、

残
薬
の
有
無
の
確
認
等
を
行
っ
た
場

合
に
、
薬
剤
服
用
歴
管
理
指
導
料

（
43
点
）の
算
定
を
認
め
る
。

○
歯
科
診
療
へ
の
対
応

歯
科
診
療
に
対
す
る
診
療
報
酬
上

の
臨
時
的
対
応
を
決
め
た
。
医
科
と

同
様
に
、
歯
科
に
つ
い
て
も
、
電
話

や
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
診
療
を
認
め

る
。
通
常
の
初
診
料
は
２
６
１
点
で

あ
る
が
、
電
話
等
に
よ
る
初
診
は
１

８
５
点
を
算
定
す
る
。
電
話
等
に
よ

る
再
診
は
通
常
の
再
診
料
と
同
点
数

（
53
点
、
43
点
等
）を
算
定
す
る
。
医
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薬
品
を
処
方
し
な
か
っ
た
場
合
に

は
、
健
康
相
談
と
診
療
の
区
分
が
不

明
確
と
な
る
た
め
、
処
方
し
た
場
合

に
の
み
算
定
を
認
め
る
。

ま
た
、
電
話
等
に
よ
る
診
療
を
す

る
前
か
ら
歯
科
疾
患
管
理
料
、
歯
科

特
定
疾
患
療
養
管
理
料
を
算
定
し
て

い
た
患
者
に
対
し
て
、
電
話
等
に
よ

る
診
療
、
処
方
、
医
学
管
理
等
を
行

っ
た
場
合
に
は
、
管
理
料
と
し
て
55

点
を
算
定
す
る
こ
と
を
認
め
る
。

○
臨
時
の
医
療
施
設
へ
の
対
応

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特

別
措
置
法
で
は
、
医
療
の
提
供
に
支

障
を
生
じ
る
場
合
に
は
、
都
道
府
県

知
事
が
臨
時
の
医
療
施
設
を
開
設
し

て
医
療
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
旨
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
臨
時
の

医
療
施
設
は
医
療
法
上
の
病
院
ま
た

は
診
療
所
に
該
当
し
、
保
険
医
療
機

関
の
指
定
を
受
け
る
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
臨
時
の
医
療
施
設

に
対
す
る
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
を

決
め
た
。

実
情
に
応
じ
た
柔
軟
な
運
用
が
で

き
る
よ
う
に
、
入
院
基
本
料
は
、
看

護
配
置
が
７
対
１
～
20
対
１
と
幅
広

い
結
核
病
棟
入
院
基
本
料（
１
６
５

４
～
８
０
６
点
）を
準
用
す
る
。
各

種
加
算
は
、
通
常
の
施
設
基
準
・
算

定
要
件
と
す
る
。
入
院
診
療
計
画
の

簡
素
化
や
各
種
届
出
書
類
の
事
後
届

出
等
も
認
め
る
。

≪
歯
科
用
貴
金
属
価
格
の
随
時
改

定
≫歯

科
用
貴
金
属
の
素
材（
金
、
パ

ラ
ジ
ウ
ム
、
銀
）は
価
格
変
動
が
大

き
い
た
め
、
①
４
月（
診
療
報
酬
改

定
年
を
除
く
）、
10
月
に
価
格
の
変

動
幅
が
そ
の
時
点
の
告
示
価
格
の
±

５
％
を
超
え
た
場
合
に
価
格
改
定
を

す
る
随
時
改
定
Ⅰ
、
②
７
月
、
１
月

に
価
格
の
変
動
幅
が
そ
の
時
点
の
告

示
価
格
の
±
15
％
を
超
え
た
場
合
に

価
格
改
定
を
す
る
随
時
改
定
Ⅱ
と
い

う
ル
ー
ル
が
あ
る
。

厚
労
省
事
務
局
は
、
２
品
目
が
随

時
改
定
Ⅱ
の
対
象
と
な
り
、
７
月
に

価
格
が
上
が
る
こ
と
を
報
告
し
た
。

例
え
ば
、
歯
科
鋳
造
用
金
銀
パ
ラ
ジ

ウ
ム
合
金
は
１
ｇ
２
０
８
３
円
が
２

６
６
２
円
と
な
る
。

≪
先
進
医
療
会
議
の
評
価
結
果
≫

厚
労
省
事
務
局
が
先
進
医
療
会
議

の
科
学
的
評
価
結
果
を
報
告
し
た
。

同
会
議
が
先
進
医
療
Ｂ
と
し
て
認
め

た
の
は
、
進
行
・
再
発
固
形
が
ん（
非

小
細
胞
肺
が
ん
、
乳
が
ん
、
胃
が
ん
、

大
腸
が
ん
、
膵
が
ん
、
胆
道
が
ん
）

を
適
応
症
と
す
る
「
固
形
が
ん
患
者

に
お
け
る
初
回
治
療
時
の
包
括
的
ゲ

ノ
ム
プ
ロ
フ
ァ
イ
ル
検
査
の
実
現
性

と
治
療
選
択
へ
の
有
用
性
を
評
価
す

る
前
向
き
研
究
」
で
あ
る
。




